
裁判は素数ですべきか？ 気仙沼高校2年
1.背景と目的
小説内に裁判員制度の人数についての記述
→この人数はおかしいのでは？
→普段何となく受け入れている法律や制度について
今一度よく考えてみるべき
→裁判員制度の人数を再度見直そう

2.言葉の定義
裁判員制度
市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに一部の重 
大な犯罪の刑事裁判を行う日本の制度。裁判は原
則、裁判員6名、裁判官3名の合議体で行われる。
まず、有罪か無罪かの判断をし、有罪の場合量刑の 
判断を行う。合議は全員一致を目指すが、議論を尽く 
しても一致しない場合、多数決となる。有罪判決には
裁判官1人以上の賛成が必要。

素数
1とその数自身以外に約数がない、1を除く自然数。
(大辞泉)
この研究では主に7、11、13のこと。

3.疑問
(第一段階で有罪と判断された場合)第二段階は法律
の範囲内で量刑の判断

多数決で決められないのでは？

→意見がバラバラになる可能性

Q.もし、意見が３つ出て、

それぞれ支持する人が3人ずついたら？

→3:3:3に分かれて全員が譲らなければ、

:          :

4.仮説

→全員が別の意見を持たない限り、
全員一致もしくは多数決で量刑が決まる

総数を9人ではなく素数人にすべき

5.調査方法とその結果
I.文献調査
Q.現在の制度で、3×3に分かれたらどのように量刑を決
定するのか。
A.最も重い刑を主張した人の数に、その次に重い刑を
主張した人の数を足していき、裁判官一人以上を含め
過半数に達した時点で決定。

→しかし、法学教授・裁判所職員・裁判員経験者とし
て、この数字は妥当だと思う。
（理由は6.まとめと考察を参照）

懲役５年に
すべき！

４年が
妥当だ！

３年で
いいだろう！

この時点で過半数だから、懲役４年となる。

II.ヒアリング
対象：大学の法学教授、裁判所職員、裁判員経験者
・合議の内容は当事者以外誰も知らない。だから3×3に
なった事例があるかどうかは調査できない。 
・制度が決まった詳しい過程は国会議事録、司法制度 
審議会の議事録を参照 
・なぜ９人になったのかはわからない。知る限り、公式に 
明記されているものはない。

6.まとめと考察
ヒアリング調査から、裁判員制度で評議をする人数は
以下の点を考慮する必要があることが分かった。

よって、

最適な人数は 

現在の制度で適用されている9人である！
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・第一段階の決めやすさ的に、総数は奇数が望まし
い。
・裁判員制度が適用されない場合も、比較的重大な事
件は裁判官３人で判決を下す。
→裁判官の数は３人にすべき。
・総数７人；裁判員４人の場合
→人数比的に裁判員が意見を出しにくい可能性があ
る。また、実感として一人一人が意見を言う時間と話し
合う時間は十分にとられているため、今より少なくする
必要はない。
・総数11人、13人；裁判員８人、10人の場合
→総数が10人を超えると意見がまとまりづらくなり且
つ、一人一人の発言の活発性、責任感や自主性など
の低下が懸念される。
（平成16年3月16日の衆議院本会議録にも同様の記述あり）


